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代表取締役社長 瀬田一彦 

 

お客様情報を記載した書類の紛失に関するお知らせとお詫び 

 

この度、弊社でお客様情報を記載した書類を紛失するという事態が発生いたしました。 

下記のとおり、紛失した書類は、いずれも誤って溶解処分されたものと考えられ、お客

様情報の外部への漏えいは確認されておりませんが、お客様に多大なるご心配とご迷惑を

おかけしますことを深くお詫び申し上げます。弊社では、このような事態を招いたことを

重く受け止め、再発防止に努めて参ります。 

なお、該当のお客様には、本日、個別に書面をお送りしておりますので、併せてご確認

いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

1. 概要及び経緯 

本年２月に閉館いたしました、ＴＯＨＯシネマズ日劇及び同スカラ座において管理

していた、シネマイレージカード会員様の鑑賞履歴や住所等の情報の変更処理を行う

ための社内書類１３７枚（以下「本件書類」といいます。）を紛失したことが判明いた

しました。紛失したのは、２０１７年９月１日から２０１８年２月２３日までの間に、

同劇場でお客様からのお申し出を受けた変更依頼に関する書類です。 

本件書類は、近傍にあるＴＯＨＯシネマズシャンテの倉庫に移管させたうえで、弊

社の文書管理規程に基づき、本年９月に廃棄処理することとなっておりましたが、９

月２６日に、本件書類の所在を確認したところ、倉庫内に保管されていないことがわ

かりました。 

調査の結果、本件書類が間違いなくＴＯＨＯシネマズシャンテの倉庫に移管された

こと、倉庫内で保管されていた別の不要書類を５月１１日に廃棄物処理業者に依頼し

て溶解処分していたことが確認され、本件書類もこのときに誤って溶解処分してしま

ったものと考えられますが、溶解処分した書類の内訳が記録上確認できないことから、

個人情報の紛失事案として、１０月１２日に個人情報保護委員会に報告しております。 

 

2. 本件書類に記載されていたお客様情報 

本件書類に記載されていたお客様情報は、シネマイレージカード会員様の氏名、住

所、生年月日、電話番号、メールアドレス、会員番号、鑑賞履歴です（ただし、書類

によって記載情報は異なります。）。 

なお、上記のとおり、本件書類は誤って溶解処分されたものと考えられ、本件書類

に記載されていた情報の外部への漏えいは確認されておりません。 

以上 

 


